
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【再度・重要】建設業の技能実習における受入れ基準の強化 

２０２０年１月１日 より建設業の技能実習における受入れ基準が強化されております。 

背景には、技能実習制度をめぐる議論の高まりがあり、特に失踪対策の強化を目的とした改正となって

います。具体的には以下の３項目です。 

① 建設業法第３条許可を取得していること 

② 月給制の採用 

仕事の繁閑の差による報酬の変動による失踪を防止するため、月給制を原則とすること 

③ 建設キャリアアップシステムへの登録 

企業は事業者 IDを取得していること 

（技能実習計画認定申請時に「事業者 ID」を明らかにする書類が必要になります。） 

現在、実習生を受け入れている企業、上記①②③の要件を満たさない場合は、新規の受入れが 

できませんので、ご注意下さい。 

※技能実習生１号は 2号移行時までに必ず建設キャリアアップシステムに登録完了すること 

技能実習計画認定申請時に技能実習生の建設キャリアアップシステム技能者ＩＤを明らかにする

書類、建設キャリアアップカードの写しが必要になりますので、登録完了していないと、2号の

実習計画認定が下りません。ご注意下さい。 

また２０２２年４月１日、以下の改正が適用となりました。 

④ 受入れ人数枠の設定強化 

実習生の受入れ人数は、常勤雇用者数を超えないこと。 

但し、優良な実習実施者及び一般監理団体の場合はこの基準は適用されません。 
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組合員の皆様へ 

全国的に残暑が厳しい気候が継続しておりますので、重ねて野外作業では熱中症

対策（水分補給・適宜休憩・直射日光遮断）を万全に行い、健康に留意願います。

コロナ感染者数は連日過去最高値を更新するなど、依然勢いが衰えませんので、

引き続き、大声での会話禁止、密集した場所の回避、うがい、手洗い等の感染症

対策を徹底願います。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急連絡先（24 時間） 

【事務局】          TEL ：048-755-9591   FAX：048-755-9827 

【組合職員携帯】      070-3667-8667（杉戸）  

                  080-4477-6005（廣畑）  090-2323-7188 (王)              

 

水際対策強化に係る新たな措置 

日本政府は 8月 24日に新たな水際措置を発表しました。現在の水際対策では日本への入国や帰国

の際には 72時間以内の新型コロナ検査の陰性証明書を求めていますが、日本政府は 9月 7日から

はワクチン 3回接種完了者に対しては出国前検査の陰性証明書の提出を求めず、免除する事になり

ます。さらに 9月中に、1日の入国者数の上限を現在の 2万人から 5万人に緩和する方向で調整さ

れています。 

        技能実習日誌の記載について 

・技能実習日誌は入国後講習実施記録の他に技能実習日誌及び認定計画の履行状況に係る管理簿

を最大 5年分記載出来るようにしています。 

・技能実習日誌は学習実施者が技能実習生に従事させた業務及び技能実習生に対する指導の内容

を日々記録するものです。機構に認定された「実習実施予定表」に記載されている技能実習の

内容（必須業務、関連業務及び周辺業務）に沿って記述願います。技能実習生を従事させた業

務に対する指導の内容も適正に記載してください。特に機構による実習実施企業実地検査時に

も改善を指摘される事項です。 

 ・認定計画の履行状況に係る管理簿は技能実習の進捗状況、日本語の修得状況、生活状況等に  

ついて毎月記録し、履行状況を管理するためのものです。                

・技能実習日誌を月末までに記入した後、その月の分の認定計画の履行状況に係る管理簿を記入

願います。・職種・作業や入国日が異なる複数の技能実習生が在籍している等、日々の実習内

容が異なる場合は別々に技能実習日誌を作成願います。 

 ・対象となった技能実習生が技能実習を終了した後も 1年間は保存する必要があります。 

 

  日本語教育アプリ 

・日本語教育アプリ「げんばのにほんご」は、技能実習生が、入国前講習、入国後講習、実習期間中

に日本語学習が出来るスマートフォン向けのアプリです。 

・英語、中国語、ベトナム語、インドネシア語、カンボジア語、タイ語、タガログ語、ミャンマー語     

の 8言語に対応しています。 

・令和 4年 3月現在、本アプリの対象機種は「機械・金属関係職種」、「食品製造関係職種」、 

「建設関係職種」の 3職種です。 

 （詳細：添付資料参照願います。） 



日本語教育アプリ

「げんばのにほんご」
をご活用ください

▶ iPhoneをお使いの方はこちら ▶ Androidをお使いの方はこちら

日本語教育アプリ「げんばのにほんご」は、技能実習生が、入国前講習、
入国後講習、実習期間中等のスキマ時間を利用して日本語学習ができる、
スマートフォン向けのアプリです。

●令和４年３月現在、本アプリの対象職種は「機械・金属関係職種」、
「食品製造関係職種」及び「建設関係職種」の３職種です。

●英語、中国語、ベトナム語、インドネシア語、カンボジア語、タイ語、
タガログ語及びミャンマー語の８言語に対応しています。

●本アプリは、技能実習生の適切な技能習得に必要な日本語の学習を目的
として、外国人技能実習機構が開発したものです。インストール及び利用
は無料です。※インターネット接続によるデータ通信を必要とします。その際の通信料は利用者負担となります。

技能実習生・実習実施者・監理団体の皆様へ

※活用イメージ

アプリに関するお問い合わせ先▶ contact@genbanonihongo.com

（R4.3 OTIT）


